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第２期三原市地域公共交通網形成計画の一部改訂について 

 

１ 概要 

  本市を運行するコミュニティ交通の一部に対して交付されている地域内フィーダー系

統確保維持費国庫補助金（以下「フィーダー補助」という。）については、令和２年 11月

に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が改正され、地域公共交通計画におけ

る補助系統等の位置づけが補助要件となりました（ただし、令和６年度補助事業（令和６

年９月 30日運行分まで）は経過措置）。 

  本市においては、令和２年３月に第２期三原市地域公共網形成計画（以下「計画」とい

う。）を策定しましたが、法改正前であったため、補助要件を満たしておりません。 

そのため、計画における補助系統等の位置づけの補助要件化に対応するため、計画の一

部改訂を行うものです。 

 

２ 改訂内容（計画に位置付けが必要な事項） 

（1）補助系統の地域の公共交通における位置付け・役割 

（2）地域公共交通確保維持事業の必要性 

（3）補助系統に係る事業及び実施主体の概要 

（4）計画全体の定量的な目標・効果とその評価手法 

 

３ 具体的な修正・追加箇所について 

（1）補助系統の地域の公共交通における位置付け・役割 

  「第 2章 地域公共交通に係る現状」の「2.3 本市の地域公共交通の概要」（計画 P17） 

 に「2.6 地域コミュニティ交通の概況（1）～（6）」（計画 P30～P52）において、位置づ

け、役割を整理。 

 

（2）地域公共交通確保維持事業の必要性 

  「第 2章 地域公共交通に係る現状」の「2.6 地域コミュニティ交通の概況」に「(7) 

地域公共交通確保維持事業の必要性」（計画 P53）を新たに追加。 

  

（3）補助系統に係る事業及び実施主体の概要 

「第 2章 地域公共交通に係る現状」の「2.6 地域コミュニティ交通の概況（1）～（6）」

（計画 P30～P52）にて実施主体や補助事業の活用状況等を整理。あわせて、地域コミュニ

ティ交通の利用状況等について、直近の令和４年度までの数値を反映。 

 

（4）計画全体の定量的な目標・効果とその評価手法 

  「第 2章 地域公共交通に係る現状」の「4.3 計画の目標」（計画Ｐ77）に新たな目標

設定の指標として「地域コミュニティ交通の収支率」を追加。 
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【参考】地域公共交通計画（本体）の記載イメージ 
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（出典：地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化に関する解説パンフレット 

令和 4年 3月国土交通省総合政策局） 


